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平成28年12月橋本市議会定例会会議録（第３号）その５ 

平成28年12月６日（火） 

                                           

  

（午後２時15分 再開） 

○議長（中本正人君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

○議長（中本正人君）順番10、18番 土井君。 

〔18番（土井裕美子君）登壇〕 

○18番（土井裕美子君）今しばらくおつき合

いを願いたいと思います。ちょっとお疲れだ

と思いますが。 

 私が議員に立候補するときにはじめて掲げ

た公約というか、スローガンが、「みんなのま

ちはみんなでつくろう」ということでござい

ました。そして、10年たった今も、私はこの

言葉を胸に刻みながら活動をさせていただい

ております。 

 子育てをしているときに困ったことや、も

っとこんなふうに変えてほしいなとか、こん

なアイデアがあったらいいのになというふう

に思ったとき、その思いをどこに届けていい

のかもわからずに、ただ、決められたことだ

けを受け入れて、そして、この決まったこと

というのは一体どこで誰が決めているのか。

そして、自分たちの意見を一体どうやって吸

い上げていってくれるんだろうというふうに、

ずっと感じていました。もっと私たち女性の

意見を取り入れてほしい、子育て中の親の意

見、若者の意見、高齢者の意見、障がいを持

った方々の意見を取り入れてほしいと、ずっ

と感じていました。市民にかかわるいろいろ

な物事を決めるときに、決まってから説明を

するというのではなくて、自分のこととして

みんなが捉えて、そして、話し合い意見を出

し合いながら決められたらいいのになと思っ

ていました。 

 私はずっと、みんなのまちはみんなでつく

りたかったんです。そして、やっとそれが今、

実現に向けて動き出そうとしています。明文

化されようとしています。それがこの自治基

本条例なのです。私はこの条例をつくること

はもちろん、もろ手を挙げて賛成です。もっ

と早くにつくってほしかった。待ちに待って

いた条例です。だからこそ、大事に大事につ

くってほしいんです。つくっただけで終わら

せずに、市民の力を結集して魂を込めてつく

ってほしいんです。 

 それでは、通告に従いまして、一般質問を

始めさせていただきます。 

 私の質問は１項目、自治基本条例制定につ

いてでございます。 

 今議会においては、橋本市自治基本条例策

定委員会条例が議案として上程されておりま

す。その中身については常任委員会及び本会

議で議論していくこととなりますので、私の

一般質問ではその中身については触れません

が、今回は自治基本条例に関する全般的なお

考えをお聞かせいただいたく質問をさせてい

ただきます。 

 まず、この自治基本条例とは、まちづくり

条例や市民参加推進条例とも言われているも

ので、各地方自治体が自治体の基本理念と位

置付けているものであります。皆さまもご存

じのとおり平成12年に地方分権一括法が施行

され、それ以降、全国各地で地方分権が進め

られてきました。この地方分権一括法が施行

された背景には、急速に進む少子化や高齢化、

国や地方の財政状況が厳しいなどのことがあ

ります。また、この法律は、それまでは国と

地方は上下主従の関係としてきたものを、対
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等な関係として位置付け、地域のことは地域

で、その地域の住民が決めるという、いわゆ

る住民自治の考えのもと、住民参加の機会の

拡充などを行い、全国一律のまちづくりから

脱却し、地域の自主性や市民の多用なニーズ

に的確に答え、個性豊かな地域社会を形成す

るため、その運営においても住民の考えを十

分に反映させるという考えのもと施行されま

した。 

 全国の自治体では、北海道ニセコ町のまち

づくり基本条例が2001年に制定されたのを皮

切りに、2013年には、全国で273自治体、2016

年４月時点では、350の自治体がこの自治基本

条例、あるいは、まちづくり基本条例と言わ

れる条例を制定しています。 

 自治基本条例は、自治体の基本理念、最高

法規とも位置付けられており、それを制定す

るということは、全ての市民に関係するまち

づくりのルールをつくり、明文化しようとい

うものであります。そこで私はこのように重

要な条例をつくろうとしている中で、市民間

での議論をしっかりとなされ、より多くの市

民の意見を吸い上げ、この条例がつくられよ

うとしているのか。また、条例だけをつくる

ことを目的としてはいないかと心配でなりま

せん。 

 ぜひとも、この条例をつくる上においては、

より多くの市民を巻き込み、策定に至るまで

のそのつくるプロセスを大切にしていただき

たいと考え、何点か質問をさせていただきま

す。 

 ①自治基本条例制定でめざしているものと

今までの経緯をお答えください。 

 ②自治基本条例制定に向けての今後の予定

をお教えください。 

 ③住民協議会の考え方についてお答えくだ

さい。 

 ④住民投票についてのお考えをお答えくだ

さい。 

 以上、私の壇上よりの質問を終わります。

明快なご答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（中本正人君）６番 土井君の質問、

自治基本条例制定に対する答弁を求めます。 

 政策企画室長。 

〔政策企画室長（上田力也君）登壇〕 

○政策企画室長（上田力也君）自治基本条例

制定についてお答えします。 

 まず、一点目の自治基本条例制定でめざし

ているものと今までの経緯についてのおただ

しですが、自治基本条例は、市民・議会・行

政それぞれの権利と責務を明らかにし、魅力

あるまちづくりを進るための基本的な理念、

ルールなどを定めるものであり、地域の実情

と時代の流れに沿った行政が求められる中で、

橋本市はどのような考え方で、どのようなま

ちづくりを行っていくのかといった事柄を明

確化することが重要になってきています。本

市としましては、これを市民協働により組み

立てていくことで、橋本市の自治のあり方を

市民と共有し、市民協働による持続可能な活

力ある共生社会を実現することをめざすもの

です。 

 これまでの経緯については、平成20年３月

に、新市における10年間の総合計画を策定し、

市民の力が生きるまちづくりを基本施策の柱

の一つとして掲げ、また、同時期に、協働の

基本指針を策定し、市民相互の協働、市民と

行政の協働を促進させる取り組みを進めてき

ました。平成23年度には、市民活動支援事業、

「めばえ」「はぐくみ」を立ち上げるとともに、

啓発事業として市民まちづくり講座を以降、

毎年実施してきました。平成25年１月には、

協働によるまちづくりの活動拠点となる市民

活動サポートセンターを開設し、ボランティ

アグループやＮＰＯの設立などに関する相談

事業や、情報の収集・発信に力を入れてきま
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した。平成27年４月には、地域経済の活性化

に取り組むべく、事業者と行政が一体となっ

たチーム橋本を結成し、はしもとブランド推

進室を設置しました。また、同年６月より市

民の皆さまの意見や提案を市政に反映してい

くことを目的とした、はしもとカフェミーテ

ィングを始めるとともに、同年９月には、男

女共同参画推進条例を制定し、この基本理念

に基づく施策を市民協働で推進していくこと

としました。今年４月には、市民協働を今後

の行政運営の主要な施策として位置付け、政

策企画室に事務を移管し、さらに推進してい

くこととしています。 

 一方、議会との関係におきましては、平成

22年６月の一般質問で自治基本条例策定に向

けた取り組みについてただしがあり、この時

点では、「市民協働の礎を築ている段階であ

る」という答弁をしております。また、同年

９月議会、そして平成23年12月議会において

も同様な一般質問があり、「まずは、協働のま

ちづくりを着実に推進していきたい」などと

答弁しています。そして、平成27年３月議会

において、「市民アイデンティティーを高める

ために」と題した中で自治基本条例制定に関

するただしがあり、「協働の基本指針を策定し、

以後、区・自治会やボランティアグループ、

ＮＰＯ法人、事業所、その他各種団体とさま

ざまな協働事業や市民活動支援事業を実施す

る中で、着実に市民意識というものが醸成さ

れてきていると考えています」と答弁し、さ

らに、「平成27年度より自治基本条例の制定に

向け具体的に検討していく」こととしていま

す。 

 本市は今後においても、さらに進展してい

く人口減少、少子高齢化の中で、市民協働で

課題解決すべき施策は決して少なくありませ

ん。まさに今、市民と議会、行政がベクトル

を合わせて課題解決のために取り組む時期に

来ていると考えています。 

 次に、二点目の自治基本条例制定に向けて

の今後の予定についてのおただしですが、今

議会において、自治基本条例策定委員会条例

を提案しており、これが議決されましたら、

平成29年１月より、市民委員を公募し、この

方々を含めた20人以内の委員会を組織して、

８回から10回程度の会議の中で条例について

の検討を行うことを予定しています。また、

庁内においても、自治基本条例庁内検討委員

会を組織して、同時並行での検討を行うこと

や、市民向けの啓発フォーラムの実施も予定

しています。加えて、アンケート調査やパブ

リックコメントにより、市民の意見をお聞き

し、これらを反映させた上で、平成29年度中

に自治基本条例策定委員会より条例素案とし

て答申をいただくことを考えています。この

答申をもとに条例原案を策定した後、議会に

提案していきたいと考えています。 

 次に、三点目の住民協議会の考え方につい

てのおただしですが、自治体によっては自治

基本条例に、住民協議会という住民自治やコ

ミュニティ活動を実現するための核となる組

織についての規定を設けているところがあり

ます。本市においても、自治基本条例の内容

を検討する中で、そのような組織を規定する

ことがより良いまちづくりのために必要かど

うか議論すべき内容であると考えています。 

 次に、四点目の住民投票についてのおただ

しですが、市政に関する重要事項についての

住民投票制度を自治基本条例に規定するかど

うかにつきましては、先行自治体の例にあり

ますが、自治基本条例を策定していく中で、

そのあり方についても議論すべき内容と考え

ております。 

○議長（中本正人君）18番 土井君、再質問

ありますか。 

 18番 土井君。 



－122－ 

○18番（土井裕美子君）それでは、１項目め

から再質問をさせていただきます。 

 平成27年の議会でも何回かこの問題につい

ては、同僚議員が取り上げてきました。その

中で平成27年の３月議会において、当時の企

画部長は、平成27年から自治基本条例の制定

について具体的に検討していきますと、ご答

弁の中にもありましたね。地区公民館でのワ

ークショップ、それからシンポジウムを行い、

市民と行政が協働の視点でかかわり合いなが

ら、策定に向けた取り組みを行いたいと考え

ていますと、ご答弁しています。 

 具体的にどのようなことをされたのかをち

ょっとお聞かせいただきたいのですが、この

前の質問の中で、同僚議員が質問として取り

上げておりましたカフェミーティングがござ

いますが、公民館でのワークショップという

のがそのカフェミーティングにあたるのかど

うかということと、シンポジウムも開催しま

すというご答弁がございましたが、シンポジ

ウムというのは開催されたのでしょうか。そ

の辺のところをお答え願います。 

○議長（中本正人君）政策企画室長。 

○政策企画室長（上田力也君）当時、企画部

長のほうからそのような答弁をさせていただ

いております。それで、平成27年度から具体

的に検討していく中で、地区公民館や啓発フ

ォーラムというのをその時点では考えており

ました。そして、27年度に入りまして、いろ

いろ自治基本条例を検討していく中で、やは

り具体的な、いわゆる条文であるとか、そう

いったものをなしにこの自治基本条例という

ものの議論を進めていってよいのだろうかと

いう、そういうような考え方もございました。 

 それで、結果としては、このたび今議会の

ほうに市民の方も参加いただいた中で、この

条例というものを具体的に議論していくとい

うことを通して、市民とともにつくり上げて

いこうというような考え方といたしました。

したがって、フォーラムについても、地区公

民館についても、自治基本条例に係るそうい

った啓発といいますか、というのは行ってお

りません。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）今後、じゃ、行うと

いうことですね。先ほどから取り上げていら

っしゃいましたカフェミーティングについて

は、市長の公約の中にあった市民協働の市民

会議を、カフェミーティングという形で開催

されたというふうに認識をしておりますので、

またちょっと企画部長が答弁されたのとは違

うのかなと思っていたんですが、でも、同じ

ことですよね。市民協働の実践を通した中か

ら自治基本条例をつくり上げていきたいとい

うことなので、認識は一つなのかなとは思っ

ているんですが、具体的にそれに向けてのこ

とをやっていらっしゃったとはちょっと思っ

ていなかったので、確認のためにお聞きしま

した。 

 それから、もう一点は、平成23年度から啓

発活動として始められていらっしゃった、市

民まちづくり講座というのがあると思うんで

すが、毎回だいたいどのぐらいの方が、毎年

１回これは開催されていらっしゃったと思い

ますが、毎回どのぐらいの人数の方が参加さ

れたのかということと、男女比もわかれば、

お教えください。 

○議長（中本正人君）政策企画室長。 

○政策企画室長（上田力也君）市民まちづく

り講座につきましては、その回にもよります

けども、一応、定員が40名程度ということで、

市民の方々、そして、ボランティアグループ、

あるいはボランティアをされている個人の方

にも案内をさせていただいた上で、参集人数

でございますけども、平成23年に開かせてい

ただいたときは28人、平成24年度が11人、平
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成25年度が16人、平成26年度が21人、平成27

年度が24人ということで、合計しますと100

名ということで、５で割りますと１回の参加

者人数というのが約20名ということになりま

す。そして、その中での女性の割合について

ですが、約48％という結果が出ております。 

 以上です。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）そうしたら、もう一

点、答弁書の中ではチーム橋本を立ち上げら

れたりだとかということがございましたが、

チーム橋本に関しては市長の政策という形で、

まず市長が決められたトップダウンでこうい

うのをやるよということで市民協働をされて

いるので、これはどうなんでしょう。自治基

本条例の理念からは、市民の声から立ち上が

ってきたというものにはちょっと当てはまら

ないのではないかなというふうには思ってい

るんですが。 

 あと、軽トラ市であるとか、それから、オ

ムレツのまち橋本、今すごく頑張っていらっ

しゃって、私、これを全然否定するつもりは

ないのですが、これは多分、職員のアイデア

で始められたものかなと思っているんですが、

職員のアイデアで動き出して、それを市民に

一緒にやりましょうという形でするのもまあ

一つ、市民協働と言われたらそれまでなんで

すが、本来は、住民の声をしっかり吸い上げ

た中で、その中から一つの施策として軽トラ

市、まちづくりの上のにぎわいづくりの中の

軽トラ市であるとか、オムレツのまち橋本で

あるとかというのが出されてくるのが、本来

の形かなというふうには思っているんですが、

職員の意識というか、自治基本条例というこ

とに対する職員の意識というのはどのような

ものがあるのかというのをお聞かせいただき

たいのと、それに向けての研修というのはさ

れているのでしょうか。 

○議長（中本正人君）政策企画室長。 

○政策企画室長（上田力也君）おただしの内

容として、先ほどチーム橋本の話、あるいは、

オムレツの話、軽トラの話もあったんですけ

ども、市民協働という、これは今の平木市長

の政治信条の三つの柱のうちの一つというこ

とで、これはどちらが市民協働として仕掛け

ていくのかというそこの違いだけであって、

当然、これも市民協働して政策を打っていっ

ているということになりますので、広い意味

では同じことであるというふうに考えており

ます。 

 そして、おただしの職員の意識というとこ

ろでございますけども、一応、平成25年度か

ら庁内まちづくり検討委員会というのを持っ

ております。これはあくまでも内規なんです

けども、それで、具体的には平成26年度、メ

ンバー的には副市長がトップで各部長に入っ

ていただいているんですけども、その中で、

この自治基本条例に係る議論というのを行っ

てまいりました。 

 多くの職員に関しては、今この条例という

ものの原文、これについては今は職員の方々

に見ていただいて、今は意見をいただいてい

るという、そういうような状況です。この基

本条例に向けた研修ということにつきまして

は、これはまた年明けから適当な時期に、研

修といいますか、説明会なりを行っていくと。

何せこの条例をつくり上げていくには、やっ

ぱりそれぞれの部署の職員の力を借りながら

つくっていかなければならないというふうに

考えておりますので、それ自身が研修にもな

るのかなというふうに思っております。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）22年の６月に議会の

一般質問があって、それからずっと取り組み

をされているはずで、６年半が経過して、27

年のときの答弁では、協働の事業であるとか、
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市民活動支援事業を実施する中で着実に市民

意識が醸成されているという答弁で、醸成と

いう、熟成じゃなくて醸成されているという。

醸成の意味を調べましたら、ある状態、気運

などを徐々につくり出すことってあるんです

よね。確かに、徐々につくり出されていると

は思います。 

 きょうの同僚議員のカフェミーティングの

話もそうですが、今までそういうことをやっ

たことがなくて、10回の開催をされた中で

徐々に市民協働という、順番は違うにしても、

市民協働は着実に醸成されているんだなとい

うふうには思うんですが、さて、果たして、

そのカフェミーティングなり、市民協働の事

柄が、今、本市がつくり出そうとしている自

治基本条例とかかわっていくものだという認

識が、市民の皆さま方の中に浸透していると

いうふうにはお考えでしょうか。 

○議長（中本正人君）政策企画室長。 

○政策企画室長（上田力也君）私もこのカフ

ェミーティング、昨年６月から始まったカフ

ェミーティングについては、全てべたっとい

るわけではないですけども断片的に参加もさ

せていただき、その他、いろんなワークショ

ップもさせていただいてはいるんですけども、

そこでやっぱり感じるのが、なかなか行政情

報というのが市民の方にきちんと伝わってい

ないことが多いという、そういうふうに感じ

ることもあります。あるいは、誤った形で伝

わっているという、そういうふうなところも

あります。 

 そういう意味においては、市民協働の部分

がどこまで醸成しているかということについ

ては、そんなにレベルは高い位置ではないの

かもわかりません。しかし、それだからこそ、

やはりもっともっと行政情報を発信していく

というだけではなくて、やはり共有していく

という、そういう考え方というのが大事にな

ってきて、それに向けた取り組みというのが、

これからは求められているというふうに考え

ております。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）冒頭でも申し上げま

したが、壇上で、私はこの基本条例をつくる

ことに反対をしているわけではないのです。

決して、大賛成なんですが、なかなか市民の

方々から考えますと、私たち議員もそうなん

ですが、カフェミーティングをして市民協働

をすることが、すなわち自治基本条例の制定

に向けての一歩なんだということが、なかな

か認識されていないということがまだまだあ

るのではないかなと思うので、この質問をし

ているわけです。 

 人数をお聞きしますと、20人前後の会議も

ありますし、同僚議員も言っていましたが、

カフェミーティングで言われたアイデアにつ

いて政策が実現されたことがありますかとい

うおただしでしたが、たくさんありますよね。

だから、自分がカフェミーティングなどで発

言をしたことが、そのまま本当に自分たちの

まちづくりに役立つことを自分の意見として

捉えていただいたんだということが、市民の

方にもっともっとわかっていただけるように

なれば、会場に入り切らない市民の方がいら

っしゃって、本当の意味での市民協働のまち

づくりというのができるのではないかなとい

うふうに思っているわけでございます。 

 だから、そういうふうに一足飛びに行かな

いで、徐々に徐々に積み重ねていきながら熟

成をさせていただきたいというふうに私は思

って、この質問をしています。 

 ２番はちょっと最後に回しまして、３番に

入ります。住民協議会の考え方についてとい

うことなんですが、ご答弁の中では必要かど

うかは議論していく内容ですということだっ

たんですが、総務委員会の視察で、この住民
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協議会についての視察を伊賀市に行ってまい

りました。議員の皆さま方のお手元には開会

日に、行政視察報告書が渡されていると思い

ます。その中の総務委員会の報告のところを

見ていただきますと、伊賀市に私たち総務委

員会で、住民自治協議会の取り組みについて

の視察に行ってまいりました。そのところで

大変詳しく委員長が説明していただいており

ますので、これをお読みいただきますと住民

自治協議会とは何ぞやということがわかりま

すが、とても良い取り組みであると私は考え

ています。もうこれはぜひやるべきことでご

ざいます。 

 しかしながら、なかなかこの取り組みをや

っていこうという中では、越えなければなら

ないハードルがたくさんございます。まず、

住民協議会とは一体何ぞやというところから

市民の人にお知らせをしていかなくてはなら

ない、それから、この住民協議会というのは、

とてもいい取り組みなんで実現していかなく

てはならないんだけれども、伊賀市では住民

協議会の設立に向けての対応として、伊賀市

の背景は市町村合併というのがあったので、

その市町村合併と一緒に住民協議会の説明を

されたんですが、何と300回以上、その説明を

各地域でされたというふうにお話を伺いまし

た。それほど難しいというか、ご理解してい

ただきにくい問題であるというふうに考えて

います。なぜかというと、住民自治協議会の

要件、協議会の単位はどのようにするのか。

今までは橋本市には区とか自治会とか、字で

あるとか、そういう区単位がありますよね。

それをどのようにまた改変していくのかって、

そういう問題もありますし、それから、住民

自治協議会を設立したとしても、そこにどの

ような権限、権能を与えるのか。それから、

住民協議会というのは一体どんな活動をする

ところであるのかという、とても難しいとい

うか、越えねばならないハードルがたくさん

ございますので、それを策定委員会を設けて、

その中で議論をしていただくということだけ

で文書を作成していいのかなというふうなこ

とをちょっと私は懸念しておるわけでござい

ます。 

 それは議論していくということなんですが、

やはり、たたき台をつくりますよね、市とし

たら。丸投げで策定委員会に全部一から考え

てくださいというのじゃなくて、行政側とし

てはこの住民協議会についてはどのようなお

考えをお持ちなのでしょうか。ちょっと今、

わかっている範囲でお聞かせいただけますか。

もし、たたき台を出そうとしているのであれ

ば、その中身がわかっていれば、お教えいた

だきたいと思うんですが。 

○議長（中本正人君）政策企画室長。 

○政策企画室長（上田力也君）住民協議会は

自治基本条例に結構多くの団体は入れていっ

ているという、そういうところがございます

が、内容については一般的な内容で今、職員

からも意見をいただいているところなんで、

内容については今、申し上げることはできま

せんけども、自治体によっては基本の枠組み

だけ自治基本条例で決めて、そして、その他

の部分については、例えば、住民協議会条例

によると、別に定めるという、そういったと

ころもございますので、ですから、この条例

の中に全てを入れていくということではなく

て、そういった方法も考えた上で提案をして

いくようなイメージはしております。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）だから、その策定委

員会のほうにお任せするということなんです

よね、これからつくる。そういうことでよろ

しいですね。 

 じゃ、３番に行きます。住民投票について。

これもほとんどの自治基本条例をつくってい
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る自治体では、住民投票という項目がござい

ます。これは、住民投票自体は住民の総意を

的確に把握するということの制度であります

し、国ではなかなか実現できない地方自治体

ならではの民主主義というのを実現するため

の手段でございますので大変重要で、かつ、

良いことだと考えていますけれども、これも

大変難しい問題が、要件として考えなけれな

らない要件がございますね。投票資格につい

てもそうでございますし、それから、年齢を

どうするのか。それから、国籍の問題もある

と思いますし、今までは市民という言葉が出

てきましたが、ここではじめて住民という言

葉が出てきましたし、市民の定義であるとか、

それから住民の定義をどのようにするのかと

いうような問題もございますし、なかなかど

うやってこれは決めていかれるのかなって、

私もちょっと心配をするところがあるんです

けれども、これについてもいかがですか。先

ほどの住民協議会と同じ考え方ですか。 

○議長（中本正人君）政策企画室長。 

○政策企画室長（上田力也君）おっしゃると

おり、この住民投票に関することについては、

いろいろ難しい問題もあります。当然、この

策定委員会の中で学識経験者、こういった人

にも入っていただいて、その住民投票の内容

なりポイントなりという、こういうことに関

するいろいろメンバーの方に勉強とか解説な

んかをしていただいた上で、委員会の中で決

めていくということになりますが、多くの自

治体、他の自治体を例に出すわけではないで

すけども、核の部分を自治基本条例で定めて、

実際は先ほどの住民協議会と同様に別に定め

るというような形で、別に住民投票条例のほ

うへ移っていくという、そういうようなこと

も検討をしていただこうと思っております。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）そうなんですよね。

すごくこれについてはなかなか難しい問題等

もあるので、憲法に抵触するとかそういう問

題もあるので、自治体によっては大枠だけ決

めて、あとは別途住民投票の条例をつくって

いるというような自治体もございますが、そ

の中でどうやって市民に、そういう条例をつ

くって、住民投票も住民自治協議会のことも

入れているんだよという内容を、どのように

市民の人に知らしていくのかなというのがち

ょっと私が懸念しているところなんです。 

 ２番の今後の予定のところに戻りますけれ

ども、ご答弁の中では、策定委員会が策定さ

れたら８回から10回の会議をして、市民向け

の啓発フォーラムやアンケート調査、それか

ら、パブリックコメント、パブリックコメン

トに至っては多分素案が出てきた段階のパブ

リックコメントだと思うんですが、そして、

29年度内に条例素案として答申を出していた

だくというそういうお答えだったのですが、

先日、政務活動費を使わせていただいた研修

で、静岡県の牧之原市のお話を聞かせていた

だく機会がございました。牧之原市では対話

による協働のまちづくりということで、市長

が公約を掲げて、まずはじめは平成18年にま

ちづくり基本条例を立ち上げる会を立ち上げ

られました。これは市民委員が61名、職員委

員が11名、事務局が６名、１年かけて条例に

盛り込む項目の報告書を作成されました。 

 ここに検討結果報告書というのが、これ、

インターネットでも出てくるんですが、まち

づくり基本条例を考える会として大変いろい

ろな提言を盛り込まれて、なおかつ、委員か

ら出た意見を全部まとめていらっしゃいます。

そして、その中で当初、牧之原市の市長が牧

之原協働プロジェクトということを開始され

て、自治会を中心に男女協働サロンというの

を実施されて、その中で進行を市民ファシリ

テーターというのが行っていらっしゃるとい
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うことで、ファシリテーターの養成もされて

いるわけですね。それを市民がされているわ

けです。ファシリテーターって、また横文字

で難しい、何のこっちゃわからへんなという

ことなんですが、ファシリテーターっていう

のは会議やミーティングの場で発言や参加を

促したり、話の流れを整理したり、参加者の

認識の位置を確認したり、合意形成や相互理

解をサポートする人ということなんですが、

司会者とはまたちょっと違うんかなと思って

るんですが、その市民ファシリテーターを養

成されて、全ての市の政策の中において対話

による協働のまちづくりを掲げてやっていら

っしゃいます。 

 先ほども同僚議員の中で、対話というのが

大事ですよねというふうなご意見がございま

したが、本当にそのとおりだと思います。そ

して、いろいろ調べたらいっぱい出てくるん

ですが、岸和田市、多分、この岸和田市のこ

とをうちの市は見本にされているのかなと思

うんですけれども、岸和田市ではこの条例を

策定するために合計27名の策定委員を選出さ

れております。17名が会議に直接参加できる

議員で、あと、通信委員として10名。これは

仕事のためであったり、いろいろな諸事情に

よって会議には参加できないけれども、通信

的な手段を用いてその策定にかかわっている

ということで10名で、合計27名の方が策定委

員会と小委員会を交互に月２回のペースで開

催されて、なおかつ、その会から自治条例ニ

ュースなどを各月発行をされる形で、広報も

ずっと継続的に使いながら、本当に市民を巻

き込んで自治基本条例というのをつくってい

らっしゃいます。 

 そこでですが、今後、市民向けのフォーラ

ムを開催しますというふうに言っていらっし

ゃいますが、一体何回されるんでしょうか。 

○議長（中本正人君）政策企画室長。 

○政策企画室長（上田力也君）フォーラムに

ついては今、私どもが考えている範囲におい

ては、来年の１月に、まずは第１回目を行い

たいと考えております。29年度においても２

回ほど実施したいとは考えておりますが、こ

れは予算も絡むことなので、そういうふうに

考えているということにとどめさせていただ

きます。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）私の１番から、２番

はこの今の質問ですので、１番、３番、４番

の項目を見ても、この自治基本条例というの

は本当にとても重要な条例でございますし、

市民に直接かかわる市の根幹の条例でござい

ます。市民の役割、市の役割、それから議会

の役割まできっちりと明記している条例でご

ざいまして、議会は自治基本条例をつくられ

る前に議会基本条例というのをつくっており

ますので、その中でうたい上げておりますか

らその中とリンクさせたらいいわけですが、

やっぱり知らないところで一部の人たちがつ

くった条例というのではなかなか問題が出て

くるのではないかなと思うので、ぜひとも、

できるだけ多くの市民の方々に、橋本市でや

っとこの自治基本条例というのができるんだ

よということを知らしていただきたい。周知

っていうことに関しては、これは行政の仕事

ですよね。これは策定委員会の仕事ではない

ですよね。その辺のところの認識はどうです

か。自治基本条例をつくるということの周知

です。 

○議長（中本正人君）政策企画室長。 

○政策企画室長（上田力也君）おっしゃった

とおり、これは今、委員会の責務ではなくて、

これは市の執行部の当然、役割になってくる

わけでございます。先ほどフォーラムについ

てのおただしではあったんですけど、当然の

ことながら各地区公民館、もともと27年度で
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ご答弁させていただいた、地区公民館を中心

に、やはりこの自治基本条例についてはいろ

いろアンケートのみならず、皆さんの意見を

聞いていきたいというふうに考えております

ので、そういった公民館の中でもやっていき

たいというふうに考えております。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）ご答弁の中で、29年

度内に素案を上げていってもらうというよう

なタイムスケジュールが出されましたが、例

えば、策定委員会を策定して、その策定委員

会の中で、いやいや、まだまだ市民の方々に

はこの自治基本条例とは何ぞやということが

浸透していないなというようなご考えがあっ

て、その策定委員会の中でもう少し時間をか

けて市民にしっかりとこういう条例ができま

すよということを知らしていきましょうとい

うようなご意見があった場合には、29年度中

に素案をつくるということは、別に固執され

ないということでよろしいですか。 

○議長（中本正人君）政策企画室長。 

○政策企画室長（上田力也君）議員もおただ

しのとおり、やっぱり策定のプロセスという

のは非常に大事、それは私も十分思っており

ます。ですから、今の予定としては平成29年

度内に素案をいただきたいというふうには思

っておりますけども、その委員会の中でどう

いうような議論が出てくるかということが大

事だと思いますので、この回数には、今、予

定はしておりますけども、この回数について

は委員会と調整をしていくという考えでおり

ます。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）なかなかこの同じ議

会に自治基本条例策定委員会条例が出ており

ますので、なかなかその中身を突っ込むこと

ができないので難しい問題があるんですが、

名前自体も自治基本条例ってとても難しいと

思うんですね。市によってはまちづくり条例

というような、割とわかりやすい名前、名称

をつけていらっしゃるところもありますので、

そういうところも考慮されて、ぜひとも、１

人でも多くの市民の方を巻き込んでいただい

て、市民の声を反映させた条例づくりをして

いただきたいということと、何度も繰り返し

になりますが、市長もご答弁されたように、

つくる過程、いわゆるプロセスですよね。そ

のプロセスを最も大事にしていただきたく思

います。 

 それと、しっかりと熟議をしていただきた

い。つくった条例案に対して、やっぱり文章

といえどもその文章がずっと市の自治の根幹

をなすものとなっていくわけですから、しっ

かりと熟議を重ねていただきたいということ

と、こういうことをつくり出そうとしている

んだよということを広報なりで特集を組まれ

たりして、一体自治基本条例とは何なのよと

いう、そういうことを市民にお知らせをして

いただきたいと思います。それが根本的なこ

となんじゃないかなと思います。カフェミー

ティングやりますよって、カフェミーティン

グって、そこでものを言ってどうなるの、一

体それはって、こんなことをしてどうなるの

って、こんなポストイットに張りつけてそれ

が一体何なのよというようなことでは、カフ

ェミーティングに今度は来てもらえませんし

ね。それが実際に自分の言ったことが、市の

政策の中に反映されて、それがまちづくりに

反映されていくんだよということが市民の人

も知っていただけたら、もっともっとたくさ

んの方々が来ていろんな意見を出し合おうと

いうことにもつながっていきますから、熟成

をさせる、醸成をさせるということも含めて、

一体自治基本条例とは何なんだというところ

から始めていただいて、市の責任として、今

後はその策定とその周知ということにしっか
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りと努めていただきたいと思いますが、その

辺のところはいかがでしょうか。 

 できたら、９分しかないんですが、市長は

ずっと市民協働という形の中で、本当に市長

になっていただいてからワークショップも開

催していただいて、市民の声を真摯に受けと

めて政策に反映していっていただいています

ので、本当にやっぱり市会議員からずっと県

会、市長となられた、市民目線に立った市長

だなというふうに敬服いたしておりますので、

その辺のお考えをちょっとお聞かせいただけ

たらと思います。 

○議長（中本正人君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）土井議員の質問にお答

えをします。 

 自治基本条例については、一番嫌がるのは

部課長やと思います。これはもう間違いなく、

これを決めたときも、中には、まだ早いんち

ゃうとかという議論をする人もいることもた

しか確かです。ただ、ちょうど今の時期が、

そういう機運が出てきたのかなというふうに

思っています。地域包括ケアシステムについ

ても地域でいろいろやってもらう、教育と福

祉の連携でも子育てサークルに協力してもら

う、例えば、母子推進に協力してもらう。そ

ういうことの機運が出てきていますし、逆に、

職員の数も減らしていかざるを得んような状

況の、人口がしぼんできますとやっぱり人も

減らすというふうな問題もあるかと思います。 

 ただ、私の考え方としては、今この機運が

できたんで、まずこういうふうな準備条例み

たいなものをつくって、そこからスタートを

して市民の皆さんにもわかってもらえるよう

な条例にしていきたい。これをつくることに

よって、市民の皆さん一緒にここの部分を取

り組んでくださいよというふうな、条例をつ

くることによって波及効果というのも当然あ

ると思いますし、そういう中でこれから本当

に厳しい時代に職員のマンパワーもなくなっ

てきますし、やはり、地域の皆さんを巻き込

んで行政を進めていく時代が間違いなく来て

いるということで、ただ、あまり時間をかけ

て、そしたら市民の人に意識を醸成してやっ

てくるとなると、恐らく二、三年また先延ば

しになるような感じになるような気もしてい

ます。 

 そういう中で一度、私たちもこの自治基本

条例というよりも、市民の皆さんと一緒に行

政を進めていくという意味では、逆に自治基

本条例というのは大変大事な部分になってく

ると思います。先ほど住民協議会の話、伊賀

市ですか、合併時にできたということでした

けど、それは合併の中で住民のところをつく

ってもいいしつくらなくてもええということ

で、そのときは、橋本市はそれを選択しなか

った。伊賀市は選択して多くの地域のお話を

聞いたということだと思っていますし、その

合併からずっと積み重ねがきて、今そういう

ふうな機運も生まれてきているのかなという

ふうには思いますし、そういう面については、

うちは若干おくれたのかなというふうには思

います。 

 ただ、私としてもできるだけ市民の皆さん

の声を聞かせていただくということは当然や

っていきますし、私の方からも皆さんどうか

まちづくりであったり、地域づくりであった

り、防災のあり方であったり、そういう部分

の支援をこれから求めていくということが非

常に大事なタイミングに来ているのかなと。

時間をかければかけるほど、どんどんおくれ

ていってしまうという懸念も抱いてます。そ

ういう中で、私たちとしても無理にばーっと

突っ走るようなことはしませんし、だから、

住民代表の方にも入っていただいたり、フォ

ーラムを開いたり、そういうことも考えてい
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きながら、やっていきながら市民の人にもわ

かっていただけるような形も、考え方とあっ

ていいのかなと。 

 確かに市民の皆さんの理解を得るというこ

とも大事なんですけども、それってなかなか

理解をしてもらえない部分もありますし、私、

いつも市政を進めていて思うことは、３分の

１は賛成してくれるけど３分の１は反対やろ

と。あとの３分の１については、逆に興味な

いやろというふうなこともあるのかなという

ふうに思っていまして、これをつくることに

よって本当の市民協働のまちづくりを進めて

いきたいというふうに考えていまして、今が

私の判断としてはその時期かなというふうに

思ったタイミングでこの条例、前の条例です

けども、取り組んでいくというふうにしてい

きたいと。今が一番絶好のタイミングで、議

論を醸成していく中で、今、橋本市ももう職

員だけでは無理なんです。市民の人、協力し

てくださいよということで、当然市民の責務

であったり、義務であったりというところを

明確に打ち出すことによって、逆にもっと協

力していただくような環境が出てくるのでは

ないかなというふうに思っています。 

 とにかく何でもそうですけど、基礎のとこ

から一つずつ積み上げていくということも大

事なことかなと。それで足らないところがあ

りゃ、また条例をつけ足すであるとか、改正

するであるとか、不備なところがあるんであ

ればそういう形もできてくると思いますし、

なかなか最初から完璧なものというのはでき

ませんし、伊賀市にしても、岸和田市にして

も長年の積み重ねがいいものをつくってきた

ということでもあろうかと思います。子育て

支援包括センターについても３年待ってくだ

さいよというお話もさせていただきました。

それは、徐々に徐々に積み上げていって３年

後には完璧な形にしていきたいというふうな

思いもあって、そういう答弁もさせてもらっ

てます。 

 そういう中で、私、ちょっと土井議員との

違いが、僕は今がそういうチャンスやという

ところ、土井議員は市民のところからもっと

もっと積み上げたらいいでしょうという話だ

と思います。これは鶏が先か卵が先かの議論

と一緒になると思いますので、私は今のタイ

ミングが一番いい時期かなということで、こ

の条例の提案をさせてもらっています。決し

て市民不在の条例ではなくて、今できるだけ

地方創生の会議でも、若い人に入ってもらっ

て、今までの固定したメンバーではなくて若

い人間にも入ってもらって会議自体の仕組み

を変えていっていますから、そういう部分で

もっともっと市民の皆さんにも、こういうこ

とでこの条例をつくりますという情報発信は

していきたいと思っていますので、またご理

解のほう、よろしくお願いします。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）目標は一緒なんです

よね。その目標に到達するのが直線的に行く

か、ぐるぐるって回りながら行くかというこ

となんで目標到達は一緒なんですが、できる

だけ市民の人も巻き込んでいただきながら、

周知もしっかりして広報活動もしっかりして

いただいて、まちづくり条例、基本条例がで

きるよということを知らしていきながらつく

っていただきたいと思いますので、よろしく

お願いをしたいと思います。 

 これで私の一般質問を終わります。ありが

とうございました。 

○議長（中本正人君）18番 土井君の一般質

問は終わりました。 

 この際、３時30分まで休憩いたします。 

（午後３時15分 休憩） 

      


